
様式 １　公表されるべき事項

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所（法人番号9120905002657）の
役職員の報酬・給与等について（令和６年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

監事（非常勤）

　法人の長に対する役員報酬支給基準は、月額、通勤手当、期末手当及び勤勉手当から構成
されている。月額については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所役員給与規程
に則り、本給に地域手当（本給×100分の10）を加算して算出している。
　期末手当及び勤勉手当についても、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所役員給
与規程に則り、期末手当は基礎額（本給＋地域手当＋本給に100分の25を乗じて得た額＋本
給及び地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額）に、6月に支給する場合においては100
分の65.0、12月に支給する場合においては100分の65.0を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内
の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額、勤勉手当は基礎額（本給＋
地域手当＋本給に100分の25を乗じて得た額＋本給及び地域手当の月額に100分の20を乗じ
て得た額）に、その者の職務実績等を考慮して理事長が定める割合を乗じ、さらに基準日以前
6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

　理事に対する役員報酬支給基準は、月額、通勤手当、期末手当及び勤勉手当から構成され
ている。月額については、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所役員給与規程に則
り、本給に地域手当（本給×100分の10）を加算して算出している。
　期末手当及び勤勉手当についても、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所役員給
与規程に則り、期末手当は基礎額（本給＋地域手当＋本給に100分の25を乗じて得た額＋本
給及び地域手当の月額に100分の20を乗じて得た額）に、6月に支給する場合においては100
分の65.0、12月に支給する場合においては100分の65.0を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内
の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額、勤勉手当は基礎額（本給＋
地域手当＋本給に100分の25を乗じて得た額＋本給及び地域手当の月額に100分の20を乗じ
て得た額）に、その者の職務実績等を考慮して理事長が定める割合を乗じ、さらに基準日以前
6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　監事（非常勤）に対する役員報酬支給基準は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究
所役員給与規程に則り、非常勤役員手当、通勤手当から構成されている。なお、支給基準の
改定は行っていない。

　当法人の主要事業は研究開発事業である。役員報酬水準を検討するにあたって、厚生労働
省所管で同様に研究開発事業を主要な業務とする以下の法人を参考とした。
〇 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター…当該法人は、同じ独立行政法人として研
究開発事業 を実施している。公表資料によれば、令和5年度の法人の長の年間報酬額は
18,816千円であり、役員の報酬支給状況内訳によると報酬（給与）は11,580千円となっている。
同様に、理事については年間報酬総額20,533千円（2名の通算）、うち報酬（給与）は10,740千
円（2名の通算）となっている。

  ② 令和６年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和６年度における改定内容

　当法人の役員の勤勉手当の額は、役員給与規程第8条第2項において「厚生労働省独立行
政法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、その職務実績に応じ、これを増額し、又は
減額することができる。」旨規定している。
　令和６年度においては、職務実績に応じた改定ではなく、人事院勧告に基づく改定を行っ
た。

別 添



２　役員の報酬等の支給状況
令和６年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,202 10,896 4,797
1,089

420
（地域手当）
（通勤手当） R4.4.1 ※

千円 千円 千円 千円

15,403 9,948 4,379
994
82

（地域手当）
（通勤手当） R5.4.1

千円 千円 千円 千円

1,572 1,572 0 0 R4.7.1

千円 千円 千円 千円

1,572 1,572 0 0 R4.7.1

注１：「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する常勤役員に
　　　支給しているものである。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
　　　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

その他（内容）

Ａ理事

　本法人の使命は、医薬品・医療機器の開発に向けた基盤技術を研究し、研究開発を振興す
ることを通じて、革新的な医薬品などの創出に貢献し、国民保健の向上を目指すことである。
　そうした組織の中で、当法人の監事は、本研究所で展開されている業務の有効性・効率性な
らびに適法性および内部統制の状況を的確に把握する能力が求められる。
　こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると、報酬水準は妥当と考えられる。

法人の長

　本法人の使命は、医薬品・医療機器の開発に向けた基盤技術を研究し、研究開発を振興す
ることを通じて、革新的な医薬品などの創出に貢献し、国民保健の向上を目指すことである。
　そうした組織の中で、当法人の理事は、法人全体の研究業務を総括する理事長の業務を補
佐し、研究所の業務を掌理するための研究分野に関する高度な専門性が求められる。
　こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると、報酬水準は妥当と考えられる。

役名

　本法人の使命は、医薬品・医療機器の開発に向けた基盤技術を研究し、研究開発を振興す
ることを通じて、革新的な医薬品などの創出に貢献し、国民保健の向上を目指すことである。
　そうした組織の中で、当法人の長は、法人全体の研究業務を総括する一方で、産学官や臨
床現場との連携を進めるなど、高いマネジメント能力やリーダーシップに加え、研究分野に関す
る高度な専門性が求められる。
　こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると、報酬水準は妥当と考えられる。

Ｂ監事
（非常勤）

Ｃ監事
（非常勤）

当該役員の報酬は、研究開発を主要な業務とする他法人の役員の報酬額と比較しても妥当な
水準であると考える。また、役員の職務内容の特性や令和５年度業務実績評価結果を鑑みても
妥当な報酬水準であると考える。

前職
就任・退任の状況



４　役員の退職手当の支給状況（令和６年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　職員の意欲向上や効率化を図るため、勤務成績等を給与にも反映させる人事評価制度を平
成20年度から実施し、評価結果については、平成21年度賞与から反映している。
　当該制度に関しては今後も継続していく予定である。

法人の長

理事Ａ

法人での在職期間

監事Ｂ
（非常勤）

監事Ｂ
（非常勤）

監事Ｃ
（非常勤）

判断理由

監事Ｃ
（非常勤）

法人の長

理事Ａ



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容

　④　 給与制度の令和６年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当等

人 歳 千円 千円 千円 千円

33 49.3 8,331 6,082 185 2,249
人 千円 千円 千円 千円

20 47.3 7,680 5,594 221 2,086
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 53.4 10,690 7,834 105 2,856
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 50.0 6,274 4,577 185 1,697

　人事院勧告に基づき、俸給表及び寒冷地手当額を改定した。

事務・技術

研究職種

うち所定内
令和６年度の年間給与額（平均）

総額
人員 うち賞与平均年齢

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

区分

技能・労務

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績
　　給の仕組み及び導入実績を含む。）

常勤職員

　当該法人職員の給与水準を検討するにあたって、令和６年国家公務員給与等実態調査を
参考にした。
〇 国家公務員･･･令和6年4月時点において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給
与月額は405,378円、研究職俸給表は564,510円となっており、全職員の平均給与月額は
414,801円となっている。
　なお、職員給与の支給水準については、一般職の職員の給与に関する法律に準拠するとと
もに、国と同様の改定を行い決定している。
　また、中期計画における職員の人事に関する計画に基づき、定型的業務について合理化を
図るなどし、中期計画の人件費の見積りの範囲内で人件費の管理を行っている。

　職員の意欲向上や効率化を図るため、勤務成績等を給与にも反映させる人事評価制度を
平成20年度から実施し、評価結果については、平成21年度賞与から勤勉手当に反映してい
る。

　国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所職員給与規程に則り、俸給及び諸手当（扶
養手当、俸給の特別調整額、地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、住居手
当、初任給調整手当、超過勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷
地手当及び特地勤務手当）としている。
　期末手当については、基礎額（俸給月額＋扶養手当月額＋俸給及び扶養手当に対する地
域手当の月額＋役職段階別加算額＋管理職加算額の合計額）に、6月に支給する場合にお
いては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の127.5を乗じ、さらに基準日以
前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額、勤勉手当は
基礎額（俸給月額＋地域手当月額＋役職段階別加算額＋管理職加算額の合計額）に、その
者の職務実績等を考慮して理事長が定める割合を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間
におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。



人 歳 千円 千円 千円 千円

34 48.3 8,612 6,457 111 2,155
人 歳 千円 千円 千円 千円

34 48.3 8,612 6,457 111 2,155

人 歳 千円 千円 千円 千円

104 52.1 4,427 4,427 141 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 54.6 3,076 3,076 79 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

24 42.6 4,641 4,641 95 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

21 49.7 3,527 3,527 145 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

32 59.7 5,972 5,972 226 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

2 － － － － －

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。

注２：常勤職員の医療職種及び教育職種、在外職員、任期付職員の事務・技術、医療職種及び教育職種、
　  　再雇用職員については、該当者がいないため省略した。
注３：栽培管理技術員については、該当者が2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれ
　  　があることから、人数以外は記載していない。
注４：「技能・労務職種」とは、薬用植物の栽培等に関する専門的業務を行う職種を示す。
注５：「研究補助」とは、研究の補助的業務を行う職種を示す。
注６：「研究調整専門員」とは、特殊な経験、技能を有し、所定の期間において専門的業務に従事する職員
　  　を示す。
注７：「栽培管理技術員」とは、薬用植物の専門的な栽培・管理等のため所定の期間において業務に従事
　  　する職員を示す。

任期付職員

研究職種

栽培管理技術員

非常勤職員

研究職種

研究調整専門員

研究補助

事務・技術



②

注１：①の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注２：年齢36-39歳、52-55歳を除く区分の該当者は4人以下のため、第1・第3分位折れ線を表示していない。

注３：年齢32-35、40-43歳、44-47歳、48-51歳、56-59歳の区分の該当者はいずれも2人以下のため、当該個人

　　　に関する情報が特定されるおそれのあることから平均給与については表示していない。

注１：①の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注２：すべての年齢区分の該当者が4人以下のため、第1・第3分位折れ線を表示していない。

注３：年齢56-59歳の区分の該当者は2人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから

　　　平均給与については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）〔在外職員、任期付職員及び再雇用
職員を除く。以下、④まで同じ。〕



③ 職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員））

（事務職員）

平均
人 歳 千円

本部部長 2 － －

本部課長 5 55.7 8,645

本部係長 7 44.9 6,546

本部主任 4 39.0 5,516

本部係員 1 － －

理事長特任補佐 1 － －
注１：本部部長、本部係員、理事長特任補佐の区分については該当者が2人以下のため、当該個人に関す

　　　る情報が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。

注２：本部主任の区分については該当者が4人以下のため、最高給与額及び最低給与額は記載していない。

（研究職員）

平均
人 歳 千円

研究課長 2 － －

研究主任 5 53.7 9,942

センター長 2 － －
注：研究課長、センター長の区分については該当者が2人以下のため、当該個人に関する情報が特定され

　　　るおそれのあることから、人数以外は記載していない。

④ 賞与（令和６年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

（事務職員）

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

50.6 50.7 50.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 49.4 49.3 49.3

％ ％ ％

         最高～最低 54.4 ～ 44.4 58.1 ～ 42.8 56.4 ～ 43.8

％ ％ ％

54.4 55.1 54.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.6 44.9 45.3

％ ％ ％

         最高～最低 47.3 ～ 44.3 47.6 ～ 46.3 46.8 ～ 44.1

－　～　－

10,891 ～ 8,951

－　～　－

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

　代表的職位
千円

7,494 ～ 5,618

分布状況を示すグループ

千円

年間給与額

8,841 ～ 8,386

－　～　－

　代表的職位

最高～最低

－　～　－

－　～　－

人員

－　～　－

平均年齢



（研究職員）

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

51.4 50.8 51.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 48.6 49.2 48.9

％ ％ ％

         最高～最低 54.3 ～ 44.4 56.9 ～ 43.2 55.4 ～ 44.1

％ ％ ％

54.8 55.1 55.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.2 44.9 45.0

％ ％ ％

         最高～最低 45.6 ～ 44.5 47.1 ～ 43.6 45.9 ～ 44.6

３　給与水準の妥当性の検証等

○事務職員

・年齢勘案 ９８．５

・年齢・地域勘案 １０３．８

・年齢・学歴勘案 ９７．１

・年齢・地域・学歴勘案 １０３．１

項目 内容

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

対国家公務員
指数の状況

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 59.89％】
（国からの財政支出額　4,024百万円、支出予算の総額　6,719百万円：令
和6年度予算）
【累積欠損額　30,832,696,624円(令和5年度決算) 】
【管理職の割合　31.3％（常勤職員数32名中10名：令和7年4月1日時点）】
【大卒以上の高学歴者の割合 84.4％（常勤職員数32名中27名：令和7年4
月1日時点）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合8.62％】
（支出総額　10,704,314千円、給与・報酬等支給総額923,166千円：令和5
年度決算）

（法人の検証結果）
　令和5年度決算における支出額 10,704,314千円のうち、7,294,882千円は
当研究所の研究事業費であり、3,409,432千円は一般管理費である。そのう
ち923,166千円が給与、俸給等支給総額（支出総額に占める割合：8.62％）
であるため、国からの財政支出を増加させる要因とはなっていない。
　当研究所の給与水準については、国の給与法改正を反映させた国に準じ
た体系となっており、国家公務員との比較において適切なものであると考え
ている。
　管理職及び大卒以上の高学歴者の割合については、給与水準が高く
なっている定量的な理由として分析しているとおりであり、特に管理職の割
合が国に比べて高いようにみえるのは、人件費の効率化を図るため定型的
業務については非常勤職員・派遣職員などの活用を進め、管理職以外の
正規職員の削減に努めていることがその要因である。
　平成27年4月に独立行政法人国立健康・栄養研究所と統合し、現在の当
研究所事務部門は3部8課の最小限の組織体制とし、12ある管理職ポストの
うち、業務の効率化を図り3ポストを併任で対応するなどスリム化を図ってい
るところであるが、より適切な水準となるよう検討を行ってまいりたい。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

国家公務員より低い水準となっている。

　給与水準の妥当性の
　検証



○研究職員

・年齢勘案 ９８．９

・年齢・地域勘案 １０１．０

・年齢・学歴勘案 ９８．６

・年齢・地域・学歴勘案 １００．７

講ずる措置 今後も引き続き国の給与改正に準じた給与の見直しを行っていく。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

国家公務員より低い水準となっている。

　給与水準の妥当性の
　検証

内容

対国家公務員
指数の状況

　繰越欠損金については、旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構
が実施していた出資事業により生じたものであり、同機構から事業を引き継
いだ医薬品医療機器総合機構を経て承継したものである。出資事業は、旧
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構と民間企業との共同出資により
設立された研究開発法人が、医薬品、医療機器に係る研究開発を実施した
ものであり、研究開発に必要な費用を出資金により賄うため、研究開発の進
行に伴い、出資金と欠損金の双方が増加する構造となっていたものである。
　また、実用化研究支援事業は、国の財政投融資特別会計より政府出資金
を受入れ、その出資金を委託費として支出しているものであり、出資金を費
用として支出すると欠損金が増加する構造となっている。
　このように、繰越欠損金は会計処理上発生しているものであり、給与支出
とは無関係であり、繰越欠損金を増因させる要因とはなっていない。

項目

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 59.89％】
（国からの財政支出額　4,024百万円、支出予算の総額　6,719百万円：令
和6年度予算）
【累積欠損額　30,832,696,624円(令和5年度決算) 】
【管理職の割合　63.6％（常勤職員数11名中7名：令和7年4月1日時点）】
【大卒以上の高学歴者の割合 84.4％（常勤職員数11名中11名：令和7年4
月1日時点）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合8.62％】
（支出総額　10,704,314千円、給与・報酬等支給総額923,166千円：令和5
年度決算）

（法人の検証結果）
　令和5年度決算における支出額 10,704,314千円のうち、7,294,882千円は
当研究所の研究事業費であり、3,409,432千円は一般管理費である。そのう
ち923,166千円が給与、俸給等支給総額（支出総額に占める割合：8.62％）
であるため、国からの財政支出を増加させる要因とはなっていない。
　当研究所の給与水準については、国の給与法改正を反映させた国に準じ
た体系となっており、国家公務員との比較において適切なものであると考え
ている。
　管理職及び大卒以上の高学歴者の割合については、給与水準が高く
なっている定量的な理由として分析しているとおりであり、特に管理職の割
合が国に比べて高いようにみえるのは、人件費の効率化を図るため定型的
業務については非常勤職員・派遣職員などの活用を進め、管理職以外の
正規職員の削減に努めていることがその要因である。
　平成27年4月に独立行政法人国立健康・栄養研究所と統合し、現在の当
研究所事務部門は3部8課の最小限の組織体制とし、12ある管理職ポストの
うち、業務の効率化を図り3ポストを併任で対応するなどスリム化を図ってい
るところであるが、より適切な水準となるよう検討を行ってまいりたい。

（主務大臣の検証結果）
国家公務員より低い水準であり、適切な取組の結果と考えられる。



４　モデル給与
○ 22歳（大卒初任給、独身）   月額 251,790円　年間給与4,154,535円
○ 35歳（本部課長補佐、配偶者・子1人）   月額 325,050円 年間給与5,363,235円
○ 50歳（本部課長、配偶者・子2人）   月額 475,090円 年間給与7,571,235円
※ 扶養親族がいる場合には、別途扶養手当（配偶者6,500円、子1人につき10,000円）を支給

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注：中長期計画期間の開始年度分から当年度分までを記載している。

　職員の意欲向上や効率化を図るため、勤務成績等を給与にも反映させる人事評価制
度を平成20年度から実施し、評価結果については、平成21年度賞与から反映してい
る。
　当該制度に関しては今後も継続していく予定である。

1,015,148 1,112,723

19,184 60,963

最広義人件費

　繰越欠損金については、旧医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構
が実施していた出資事業により生じたものであり、同機構から事業を引き継
いだ医薬品医療機器総合機構を経て承継したものである。出資事業は、旧
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構と民間企業との共同出資により
設立された研究開発法人が、医薬品、医療機器に係る研究開発を実施した
ものであり、研究開発に必要な費用を出資金により賄うため、研究開発の進
行に伴い、出資金と欠損金の双方が増加する構造となっていたものである。
　また、実用化研究支援事業は、国の財政投融資特別会計より政府出資金
を受入れ、その出資金を委託費として支出しているものであり、出資金を費
用として支出すると欠損金が増加する構造となっている。
　このように、繰越欠損金は会計処理上発生しているものであり、給与支出
とは無関係であり、繰越欠損金を増因させる要因とはなっていない。

講ずる措置 今後も引き続き国の給与改正に準じた給与の見直しを行っていく。

321,549
福利厚生費

318,667

非常勤役職員等給与

給与、報酬等支給総額
923,166 914,317

退職手当支給額

区　　分

2,406,6702,279,047

（主務大臣の検証結果）
国家公務員より低い水準であり、適切な取組の結果と考えられる。



総人件費について参考となる事項

Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ　その他

特になし

　常勤職員の中途採用や欠員の補充にあたっては、若年者の採用をすすめるとともに、非常勤
職員の活用を行って常勤職員数及び人件費の抑制に努めてきたところである。

　「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成24年8月7日閣議決定）に基
づき、以下の措置を講ずることとした。
　・役員に関する講じた措置の概要（平成25年1月より実施）
　　従来の退職手当計算式に、下記割合を乗じて金額を算出。
　　①平成25年1月1日～9月30日　95.45％
　　②平成25年10月1日～平成26年6月30日　90.90％
　　③平成26年7月1日～平成27年3月31日　86.35％
　　④平成27年4月1日以降は俸給月額に乗じる割合を100分の12.5から100分の
      10.875に引き下げた。
　　⑤平成30年8月17日以降は俸給月額に乗じる割合を100分の10.875から100分の
      10.4625に引き下げた。
　・職員に関する講じた措置の概要（平成25年3月より実施）
　　従来の退職手当算定の調整率（104％）を、下記割合に変更して金額を算出。
　　①平成25年1月1日～9月30日　98％
　　②平成25年10月1日～平成26年6月30日　92％
　　③平成26年7月1日～平成29年12月31日　87％
　　④平成30年1月1日以降　83.7％

　当研究所の定年制度は定年に達した日後最初の3月31日を以て退職と定めており、定年年
齢は令和7年3月31までは満61歳、令和9年3月31日までは満62歳、令和11年3月31日までは満
63歳、令和13年3月31日までは満64歳、令和13年4月1日以降は満65歳と段階的引き上げを
行っている。
　60歳以上の職員の給与は満60歳に達した日後最初の4月1日以後、当該職員に適用される
俸給額に100分の70を乗じて得た額（100円未満四捨五入）としている。


